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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

１ なぜ今、医学・歯学教育改革が必要か  
（１）医学・歯学教育をとりまく環境  
２１世紀を迎えた医学・歯学教育は、大きな転換期に立っている。 
２０世紀最後の１０年、我が国においては、高齢化社会の到来によ

る疾病構造の変化、患者のニーズの多様化などが急速に進展するとと

もに、少子化に伴う高等教育の大衆化も今後、加速するものと考えら

れる。 
 また、生命科学の日進月歩の発展により、医学・歯学・医療関係者

に求められている知識量はかつての数十倍とも言われており、その量

は今後とも、引き続き拡大していくことが予想されている。さらに、

社会・経済全般にわたる自由化とグローバル化の結果、従来、国内、

大学内、講座内で、それぞれの価値観で進めていた教育活動をグロー

バルな水準を念頭に置いたものに転換する必要が生じている。 
一方、卒後臨床研修制度が必修化され、卒後臨床研修までの卒前教

育の役割を整理し、円滑な接続を考慮することの必要性が再認識され

た。 
このような社会や学生の質的変化に対応して、医学・歯学教育はそ

の教育目的・内容・方法・体制などについて２１世紀を見通した変革

を行うことが求められている。 
 
（２）これまでの医学・歯学教育の問題点  
これまでの我が国の医学・歯学教育の問題点としては少なくとも５

つの点が指摘されてきた。 
第１に、カリキュラムが情報の詰め込み、記憶教育に偏った過密な

ものとなっており、知識の再整理と２１世紀の医学・医療に必要な新

たな知識の導入や、知識を使って問題を発見し、自ら解決する能力を

育成することが求められている。 
第２に、各科目の担当教員個人の判断で教育内容が決められるため、

大学間、科目間の教育のばらつきが目立ち、学生の卒業までの到達目

標はどこにあるのか、といった全体を見通したカリキュラムの調整や

評価の機会が十分でなかった。 
第３に、解剖学、生理学などの基礎科目と内科、外科などの臨床科

目との間や講座間の壁により、円滑な学習が妨げられてきた。 
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 第４に、臨床実習が短期ローテンション形式で見学型で行われ、十

分な臨床能力を身につけることが困難な状況であった。 
 第５に、教える側（教員、教員組織）の能力、評価、向上を進める

努力が十分でなかった。 
 
２ 本報告書のアウトライン  
本報告書は以下の４つの柱からなる。 

（１） これまでの医学・歯学教育の内容を整理、精選したカリキュラ 
  ムの提示  

（２） 臨床実習をこれまでの見学型から診療参加型とした臨床実習カ

リキュラムの提示  
（３） 臨床実習開始前の学生の評価システムの導入の提案  
（４） 教える側（教員、教育組織）の能力及び機能向上のための提案  

 
３ 本報告書の特徴  
本報告書の特徴は、これまで数度にわたって行われてきた医学・歯

学教育改革のための提言を踏まえ、抽象的なものではなく、医学・歯

学教育改革のための教育現場で必要とされる具体的、実践的な提案と

モデル作りを行った点である。 
 

４ 本協力者会議が設置された経緯  
平成１０年１０月に出された大学審議会答申「２１世紀の大学像と

今後の改革方策について」は２１世紀に向けた大学改革の大きな方向

を位置づけた。この答申を踏まえて平成１１年２月２６日には２１世

紀における医師・歯科医師の育成体制の在り方をまとめた「２１世紀

医学・医療懇談会第４次報告」が提言された。ここで提言された内容

を、以下のような目標に向けた改革を進めるための積極的かつ具体的

な方策を打ち出し、今後の医学・歯学教育改革を一層加速させるため

に本協力者会議が平成１２年３月１０日に設置された。         
 
（今後の医学・歯学教育の目指すべき目標）（今後の医学・歯学教育の目指すべき目標）（今後の医学・歯学教育の目指すべき目標）（今後の医学・歯学教育の目指すべき目標）     
１ 患者中心の医療を実践できる医療人の育成  
２ コミュニケーション能力の優れた医療人の育成  
３ 倫理的問題を真摯に受けとめ、適切に対処できる人材の育成  
４ 幅広く質の高い臨床能力を身につけた医療人の育成  
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５ 問題発見・解決型の人材の育成  
６ 生涯にわたって学ぶ習慣を身につけ、根拠に立脚した医療を実

践できる医療人の育成  
７ 世界をリードする生命科学研究者となりうる人材の養成  
８ 個人と地域・国際社会の健康の増進と疾病の予防・根絶に寄与

し、国際的な活動ができる人材の育成  



選択

必
 
須

必須臨床（診療参加型）実習
（コア・クラークシップ）

選択臨床実習

必
須

目　　標

評　　価

新たな教育カリキュラムの全体像　　　

生命科学・前臨床医学・社会医学

豊かな人間性、医の倫理

コミュニケーション能力（患者・医師関係）、チームワーク（医療）

向上への努力、科学する心、情報管理、安全な医療への配慮

専
門
領
域

各大学独自の特色・多様性のある選択コースの設定（より広く、より深く）

必
須

臨床実習開始前評価
(総合試験＋OSCE)

卒業試験入学者選抜

専門知識の修得・問題解決能力の育成（体系的学習と問題解決型学習の組合わせ）

↑ ↑ ↑

一　般　教　養

教
育
内
容 前臨床（統合型）コア・カリキュラム

基
幹
領
域

選
 
択

必
須

（態度／習慣／考え方）
医師への素養教育

（基礎科学、情報科学、語学など）
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１１１１    カリキュラムの在り方についてカリキュラムの在り方についてカリキュラムの在り方についてカリキュラムの在り方について    
    
（１） これまでのカリキュラムの問題点 

 ①知識ではなく記憶の教育に偏っているため、好奇心や実験の結果

から何かを発見することよりも、情報を詰め込むことが強調され、

課題探求・解決能力の養成が不十分である。 

②学生に選択の余地がなく、昨今の医学知識量の増大に伴ってカリ

キュラムが非常に過密となっている。 

③各科目の担当教員個人の判断で教育内容が決められるため、大学

間、科目間の教育の質にばらつきが目立ち、学生が卒業までに到

達すべき目標が定められず、全体を見通したカリキュラムの調整、

評価、精選の機会が十分でない。 

④基礎科目と臨床科目の間や講座間で壁が生じ、十分な調整がなさ

れていなかった。最近、このような状況の改善のために統合カリ

キュラムの導入が進められてきたが、コマ数を分け合っただけの

授業で、内容の統合に達していないものがある。 

⑤臨床実習が全診療科必修ローテーション方式で１、２週間の短期

間のローテーションで実習が行われているため、基本的な臨床能

力を学生が十分に身につけていない。その結果、我が国の医学生

や研修医の基本的臨床能力が不十分である。このため、我が国で

医学教育を受けた学生が、米国における医師免許の資格要件の実

習時間に満たないために免許の取得が困難となっている状況など

もある。 

 

（２）望ましいカリキュラムの在り方 

医学・歯学教育は、社会の期待に応える医師・歯科医師を養成する

と同時に、世界をリードする生命科学等の研究者の養成などにも配慮

した教育プログラムを学生に提供していかなければならない。 

今後、各大学におけるカリキュラム改革を進める上で、以下の点に

基づいて検討を進めることが必要である。 
（教育目標） 

１．卒業までに修得すべき基本的な知識を整理し、態度及び技能教

育の充実を図る。 

２．課題解決型学習を推進し、課題探求能力、分析的評価能力を向

上させる。 
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３．臨床医として必要な態度を身につけさせる。 

４．卒後臨床研修を円滑に開始できるための基本的臨床能力を身に

つけさせる。 

 

（教育内容） 

５．卒業までに学生が到達すべき態度、技能、知識の到達目標を包

含したコア・カリキュラムを確立する。 

６．臨床実習におけるコアを確立し、基本的臨床能力を備えること

ができるような重点的ローテーションを行う。 

７．コア以外の部分において、リサーチ・マインドを持った医師・

歯科医師や研究者を養成するための選択的・発展的教育プログ

ラムを提供する。 

８．講座単位でなく、基礎と臨床の枠を越えた学生が修得しやすい

教育プログラムを提供する。 

９．コミュニケーション能力の育成、安全管理教育、倫理教育や情

報管理教育など医師、歯科医師として必要な基本的な内容につ

いては、質的・量的充実を図り、６年間一貫した教育を継続す

るプログラムを提供する。 

10. 臨床実習に入る前の段階から、学生の動機づけなどに配慮し、

病棟や病院外来などにおいて、早期の体験実習を行う。 

11. 専門教育への円滑な移行が可能となるよう、教養教育における 

リベラルアーツ教育の一層の充実を図るとともに、準備教育の

内容・方法の再構築を図る。 

 

（教育方法） 

12. 最新の教育理論に基づく学習法を活用する。 

13. 講義のみに捕らわれず、テュートリアル教育など問題解決型の

学習形態を導入する。 

14. 学習プログラムの提供に当たっては、学内だけでなく、社会福

祉施設など学外の施設における実践的教育を行う。 

15. 学生主体の教育に配慮し、自学・自習を行うための時間の確保

についても考慮する。 

16．新しいカリキュラムに適した評価方法を設定し、厳格な評価を

行う。 
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（３）カリキュラム改革の推進体制 

 カリキュラムの改革に当たっては、カリキュラムの立案・実施・フ

ォローアップを行うための若手教員も含めた改革のための組織を恒常

的に設置して、時代の要請に応じた不断の見直しを図っていくことが

必要である。その際、学生の参画や学生による授業評価の実施などを

通じて、学生の意見を聞きながら改革を進めていくことが重要である。 

また、基礎と臨床の枠を越えた統合的なカリキュラムを編成するに

当たっては、臨床系教員の基礎医学教育への参画など、従来の科目担

当の枠に捕らわれない幅広い協力体制を組むとともに、科目ごとにコ

ーディネーターを配置し、各担当教員の調整を十分図りながら進めて

いくことが不可欠である。 

なお、カリキュラム改革に際しては、教務委員長やカリキュラム改

革委員長などの教育責任者の役割が重要であり、将来的なキャリアパ

スとして配慮していくことも必要である。 

  

（４）モデル・コア・カリキュラムについて  
① モデル・コア・カリキュラムの考え方について  

本協力者会議は、医・歯学生が、卒業までに学んでおくべき態度、

技能、知識に関する教育内容を精選し、現代的課題と基礎と臨床学

の有機的連携を備えた「国公私立大学共通のモデル・コア・カリキ

ュラム」を作成した。今後、国公私立の医科大学（医学部）及び歯

科大学（歯学部）が共通の認識に基づいて、自ら提供する教育プロ

グラムの指針として尊重し、教育カリキュラムの策定を行い、医

学・歯学教育の改革に努めることを強く求めるものである。 
  カリキュラムの策定に当たっては、学生主体の学習を促す形で行

われるべきであり、各大学が、その個性や特色を発揮する最大の教

育機会は、コアの枠を越えた選択部分や発展的部分である。そこで

は、各学生が主体的に関心を抱く領域で深く教育・研究を進めるこ

とを可能とするプログラムが編成されるべきである。 

  もちろん、モデル・コア・カリキュラムは、社会のニーズの変化、

医学・歯学及び医療の進歩や学生の学習しやすさなどを勘案して、

一定期間の後に見直しを検討する必要がある。 

  なお、我が国においては、医師・歯科医師国家試験が医学・歯学

教育に大きな影響を与えている状況も鑑みると、各大学において混

乱が生じないよう、モデル・コア・カリキュラムと国家試験出題基



 

 7 

準との整合性を十分図っていく必要があり、各教員が、そのような

整合性に配慮して、カリキュラム編成と国家試験の出題に携わって

いくことが求められる。 

    
② モデル・コア・カリキュラムの捉え方  
 全員に必要な必須の学習内容を備えた共通カリキュラムの内容を

コア・カリキュラムとして整理することとし、その教育の内容をど

のような科目で行うかについては、各大学が教育体制などに応じて

判断することが適当である。 
  しかしながら、これまで我が国において臨床実習は、明確な目標

も十分設定されず、全診療科を必修とするカリキュラムが組まれて

いるため、国際的水準に達していないとの指摘があるので、臨床実

習の内容だけでなく、それを行う体制についても言及した。   
  また、コア・カリキュラムの策定に当たっては、今後の医学・歯

学の発展や国際的な趨勢、学生の学びやすい方法などを勘案して、

可能な限り、基礎と臨床という既存の枠を越えた形での統合型の形

態として整理した。 
  さらには、臨床の現場に即し、患者の訴える症候などから、診断

の流れを学んでいく学習形態や人の一生の流れをとらえた学習プロ

グラムも併せて提示している。 
 
③ モデル・コア・カリキュラムの提示方法  
  学習領域ごとに、医師・歯科医師を目指す学生が、何を、どこま

で学べばよいかという目標を明示する。 
  ア 一般目標：その領域における全般的な教育内容  
  イ 到達目標：学習上の個々のキーワードを含む具体的学習目標  
 
④ モデル・コア・カリキュラムに提示されない学習項目について  
 各大学や学生が、コア・カリキュラムが卒業までに必要とされる

すべての学習内容であるとの誤った認識を抱くおそれもあることか

ら、それだけで十分な内容であるとの誤解がないよう、選択的・発

展的な部分も例示した。 
 
⑤  モデル・コア・カリキュラムの量的な提示について  
 各大学がカリキュラムを編成するに当たっては、教育内容だけ
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でなく、その内容を学習するのに必要な時間数や単位数などの量

的な設定も検討の大きな課題となる。このため、各大学や各教員

が本カリキュラムを検討する際に、その内容・量的な解釈を巡っ

て混乱を生じないよう、教育内容と併せて、学習に必要な単位数

も参考として提示した。 
   その単位数の設定に当たっては、各大学や学生のニーズに応じ

た幅広い選択を可能とするよう、現在の学習内容を整理する一方

で、時代の要請に応じた学習内容を追加することとし、既定の必

修科目単位数の３分の２程度を目安とした。 
  なお、コア以外の選択部分については、各大学の目的、特性に

応じて設定されるものであるので、量的提示は行わないこととす

る。また、コアの中でも、①態度／習慣／考え方に関する教育（人

間教育）、②生涯学習に必要な課題探求（問題解決）能力育成等を

含んだ部分については、数量的に表現することがなじまないので、

量的提示は行わないこととした。 
 

（参考）量的提示の前提について（参考）量的提示の前提について（参考）量的提示の前提について（参考）量的提示の前提について     
１ 量的提示は、単位数を基本とし、臨床実習については週数で明示する。  
２ 講義及び演習（テュートリアル教育等）は３０時間の授業をもって１単

位とする。  
３ 実験、実習、基礎配属、臨床実習などについては、４５時間の授業をも

って１単位とする。  
４ 卒業論文、卒業研究などの授業科目については、これらの学修の成果を  

４５時間の授業をもって１単位とする。  
５ １年間の授業期間は、３５週とする。  
 
⑥⑥⑥⑥    準備教育モデル・コア・カリキュラムについて準備教育モデル・コア・カリキュラムについて準備教育モデル・コア・カリキュラムについて準備教育モデル・コア・カリキュラムについて     
  医・歯学生が、医療人となる前に、一個の人として人間性や教養

を身につけることは、近年の社会的要請となっている。しかしなが

ら、どのような内容の教養教育を行うかということについては、各

医・歯学生の人間性、各大学の特色・独自性に関わることもあり、

本協力者会議においては整理を行わなかった。 
  したがって、医師・歯科医師にとって必要な資質を養成するため

の教育として生物など専門教育の準備教育として位置づけられる教

養教育については、具体的に到達目標を取り出し、整理したが、人



 

 9 

文社会科学などその他のリベラルアーツ的教養教育については、具

体的な項目は挙げなかった。 
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２２２２    臨床実習開始前の学生の適切な評価システムについて臨床実習開始前の学生の適切な評価システムについて臨床実習開始前の学生の適切な評価システムについて臨床実習開始前の学生の適切な評価システムについて    
 

（１） これまでの評価システムの問題点 

平成３年の厚生省臨床実習検討委員会最終報告は、医学生の医行為

が許容されるためには、「臨床実習を行わせるに当たって事前に医学生

の評価を行うこと」を要件の一つとして挙げ、学生が診療に参加する

ための最低限必要な態度、技能、知識について適正な評価を行った上

で、学生を臨床実習に進めることを求めている。しかし、これまでの

評価は、各大学、各科目の担当教員に任され、評価を行う教員個人の

能力や評価基準に基づいた評価にとどまっていた。その結果、医学生・

歯学生が臨床の場で実習を行えるだけの態度、技能、知識を本当に身

につけているかどうかを、スタンダードな基準で臨床実習開始直前に

チェックするシステムは存在しなかった。 
 
（２）総合試験について  
 このような状況を改善するため、一部の大学では複数の関連科目を

統合した総合試験と併せて客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）などの実

技試験を併用し、学生の進級判定に資する大学が増えている。とりわ

け、学生の自学・自習を強く促すテュートリアル教育などを採る場合

は、一度身につけた知識を再確認するという観点から有効である。 
① 総合試験の内容  

臨床実習に入る前の進級判定に資する試験は、知識の評価と客

観的臨床能力試験 (Objective Structured Clinical Examination：
OSCE)などの実技試験を用いて態度及び技能の基本的臨床能力の
評価を行う必要がある。 
 
② 科目別試験、総合試験、進級判定の関係について  

科目ごとの試験と総合試験をどのように進級判定に活用するか

については、各大学において検討する必要がある。その際、学生

の進級判定を行う判定会議においては、日ごろの学習態度や診療

の現場で学ぶ医学生・歯学生としての適性、試験の成績などを総

合的に判定することが必要である。 
同時に、進級判定に資する試験などの評価、判定会議の基準な
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どについては、十分な検討・改善を行い、説明責任を果たせるよ

う透明性及び公正性を確保する必要がある。 
 
③ 進路変更などの対応  

最終的に進級できない学生に対して各大学においては、１年間

の自主学習の後に再度進級試験の受験を認めるというだけではな

く、個人指導や学習相談を行い、必要に応じて進路変更を促すな

どのきめ細かな配慮が必要である。 
 
（３）大学間の共用試験システムの提案  
臨床実習開始前に学生の評価を適切に行うため、その評価を各大

学、各教員任せにせず、大学間で合意の上、共同で質の高い総合試

験問題を作成、実施することは効率的である。 
これは臨床実習に参加している医学生・歯学生がある一定の能力

を有する学生であることを社会に対して保証する共通の評価基準の

根拠ともなる。このような大学間で共用できる試験の創設は、平成

１１年の２１世紀医学・医療懇談会第４次報告及び厚生省医師国家

試験改善検討委員会報告書においても検討が要請されている。 
また、共用試験システムの利用によって、共通の評価基準ができ

ることにより、大学間の学生の流動性を高め、学外病院での診療参

加型臨床実習の拡充を促すことにもつながると考えられる。 
このようなことから、今後、各大学は、共通に使用できる試験シ

ステムを、以下のような考え方を踏まえて早急に構築すべきである。 
    

（４）共用試験の実施方法  
①①①①    共用試験の位置づけ共用試験の位置づけ共用試験の位置づけ共用試験の位置づけ 

共用試験は、学生の臨床実習に必要な基本的な臨床能力（態度・

技能・知識）を評価するために、国家試験と異なり、希望する大

学によって実施される試験とすべきである。 
共用試験の結果と各大学の単位認定をどのように組み合わせて

進級認定の判断に使用するかは、各大学が判断すべきである。 
共用試験の結果は、各大学を通じて本人に通知することとし、

平均点、一般的な合格基準などを公表すべきである。 
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試験は、基本的臨床能力を身につけているかを評価することを

目的としているので、受験者が再受験できるように配慮すべきで

ある。 
 
 ②②②②    共用試験の実施時期共用試験の実施時期共用試験の実施時期共用試験の実施時期     

各大学のカリキュラム編成の状況などに応じて、複数回の実施

など弾力的に運用することが望ましい。 
 

③③③③    実施方法実施方法実施方法実施方法    

  知識評価には、コンピューターを用いたＣＢＴ(Computer Based 

Testing)による多肢選択形式（Multiple Choice Question）を用

い、診察技能や態度を評価する試験では、評価方法や評価基準を

統一化し、必要に応じて外部試験委員をも加えた客観的臨床能力

試験 (Objective  Structured  Clinical Examination：OSCE)を

用いることが望ましい。 

 

④④④④    試験内容試験内容試験内容試験内容    

試験問題の内容は、基本的な臨床能力を評価することを目的と

しているので、モデル・コア・カリキュラムに基づいて作成する

ことが望ましい。 
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３３３３    臨床実習の充実について臨床実習の充実について臨床実習の充実について臨床実習の充実について    
    
（１） これまでの臨床実習の問題点 

① 医学教育における臨床実習の問題点 

  これまで、我が国の臨床実習は、見学型を中心として行われてき

たため、日本の医科大学（医学部）の卒業生と、診療チームの一員

として診療参加型の臨床実習（クリニカル・クラークシップ）を行

っている米国の医科大学を卒業した学生とは、臨床能力において較

差が生じているとの問題が指摘されてきた。また、米国の医師の資

格を取得する際に、日本の医学生の実習時間数が足りないことにつ

いて問題となったケースも見受けられた。 

京都大学の福井次矢教授の研究班における調査では、診療参加型

の臨床実習を導入する大学数は、全国の７９医科大学のうち７～８

割にあたるという結果が得られているが、依然として、多くの診療

科においては、見学型が中心となっているのが現状である。 

このように診療参加型の実習の導入が進まない原因は 

・臨床実習カリキュラムが、全診療科ローテーションとなってお

り、長期間の固定的な実習が受けられるようにはなっていない。 

・学生の実施すべき実習内容が明確に設定されておらず、統一的

なカリキュラムが作成されていない。 

・カリキュラムや学生の評価方法などが、診療科又は学外実習病

院ごとに独自に行われ、統一的に実施されていない。 

・免許を取得していない学生に、どのような実習内容を行わせる

のか、周知徹底されていない。 

・指導医などの指導体制が十分でない。 

・患者側に学生が医療に携わることに不安感や抵抗感がある。 

などの問題点が指摘されている。 

  また、医学生が卒業後、円滑に卒後臨床研修に移行できるよう、

基本的な臨床能力の育成が求められる。 

 

② 歯学教育における臨床実習の問題点 

  これまで、歯学教育においては臨床実習に重きが置かれてきたが、

近年の歯学の急速な進歩により国家試験において問われる知識量が

増大し、その対策に追われている。また、患者数の減少等を背景に、

臨床実習が形骸化し、見学型あるいは模擬診療型が中心となりつつ
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ある。その卒前臨床実習のレベルの低下に伴い、卒前教育で行われ

るべき実習内容が、卒後臨床研修で行われている状況が見受けられ

る。また、円滑に卒後臨床研修に移行できるよう、基本的な臨床能

力の養成のための臨床実習の充実が求められる。 

  なお、卒前臨床実習のための患者確保が困難であるとの問題点が

指摘されるが、患者の協力を得やすくするため、患者を優遇するよ

うな制度上の改善も含め、学外の関係医療機関に協力を依頼するな

ど大学自身の一層の努力が望まれる。  

 

（２）今後の臨床実習の在り方について 

 今後、医師・歯科医師の基本的臨床能力を向上させるためには、こ

れまでの見学型から診療参加型の臨床実習へ移行していく必要がある。 

 診療参加型臨床実習は、医学生・歯学生が診療チームに参加し、そ

の一員として診療業務を分担しながら医師・歯科医師の職業的な知

識・思考法・技能・態度の基本的な内容を学ぶことを目的としている。

このため、学生が（ア）教科書的知識だけでなく現場での思考法（以

下、臨床推論）や実技、医療や学習への態度も含めて医師・歯科医師

の職業的能力を総合的に学ぶこと、（イ）実際の患者及びその家族や医

師・歯科医師以外の医療職を相手に現場の業務を実体験しながら実践

的に学ぶこと、そして、（ウ）これらを本人の学習進度に合わせて段階

的に学ぶことなどがあげられる。 

 

（３）診療参加型臨床実習の実施のために 

 ①診療参加型臨床実習のカリキュラム編成 

現在多くの大学で行われている見学型を中心とした全診療科を必

修としたローテーションを、基本的な臨床能力を身につける上で必

要な重点的ローテーションに変革することが必要である。このため、

コアとなる実習内容や量的な提示を含んだモデル・コア・カリキュ

ラムを踏まえながら、各大学の特色を発揮するような臨床実習プロ

グラムの早急な見直しが必要と考える。 

 また、臨床実習のカリキュラムの検討・実施に当たっては、各講

座や診療科ごとにカリキュラムを定め、それぞれ実施するのではな

く、当該機関全体として、学生の到達目標をどこに設定し、そのた

めにどのような臨床実習の内容が必要かということを十分検討・調

整の上作成すべきである。 
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 なお、これまでの見学型の実習形態については、臨床実習という

形態ではなく、体験型実習という位置づけで、授業の中で学習した

症例を実際に見学して体験することは知識の裏付けとして重要であ

ると考える。 

 

②臨床実習指針の整備 

  従来の見学型や模擬診療型から診療参加型の臨床実習への移行に

当たっては、学生や患者、大学、そして、協力病院関係者の間で移

行によって生じる新たな事態、実習の主旨、学習内容・方法や実習

をめぐる法的側面、危機管理の方針などについて、事前又は実習の

運営を通じて実施体制を整備し、それについてさまざまな局面で共

通理解を得る必要がある。このような共通理解を得るため、実習を

めぐる手続きのガイドラインとしての実習指針の整備とその実施の

徹底を図るべきである。 

 臨床実習の実施指針に盛り込まれている内容については、各大学

間で較差があり、診療参加型臨床実習への移行の際には、本来的に

大学又は医学部・歯学部附属病院において共通に認識しておくべき

事項、例えば、評価方法、事故時の対応などについて、定められて

いないケースが数多く見受けられる。今後、臨床実習の一層の向上

を図るためには、附属病院全体として統一的な指針を全国的に整備

することが必要であり、その際に、必要となる内容を提示した報告

書を別冊の「診療参加型臨床実習の実施のためのガイドライン」と

して策定した。このガイドラインを参考に、各大学において臨床実

習指針の整備を進めることが必要である。 

 なお、本協力者会議においては、医学教育のガイドラインのみを

作成したが、今後、歯学教育関係者においては、同様のガイドライ

ンを早急に策定する必要がある。 

 

③ 臨床実習の実施体制の構築 

  大学附属病院は、新しい医療技術を研究・開発する研究機関、先

端医療を提供する地域の中核的医療機関であるとともに、優れた医

師・歯科医師を養成し、社会に貢献するための「教育病院」として

の機能を持つものである。そのため、教育の専門家としての教員が

適切に配置されているとともに、その診療体制も教育機能に配慮さ

れている。したがって、臨床実習は、基本的には大学附属病院を中
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心として行われることが望ましい。 

  しかしながら、これまで社会からの大学附属病院に対する期待に

は、「教育病院」としての側面が十分理解されていない状況も見受け

られるため、各大学附属病院においては、 

① 患者に分かりやすい位置に教育病院であることを記載した貼り

紙や看板を掲示する 

② 病院の診療手続きの際も、そのようなことを手続きの書類の中

に明確に記載しておく 

ことなどの患者に対する十分な説明が必要である。また、このよう

な社会に貢献していく医師・歯科医師の養成を担う大学附属病院に

対しては、いわば teaching hospital のような位置づけと財政的な

配慮について検討することが、日本の医療の質を向上させていくた

めには重要である。 

  また、大学附属病院だけでは、モデル・コア・カリキュラムに提

示されている重点的な臨床実習の体制を構築することが困難である

場合には、学外の医療機関にも臨床教育への協力を仰ぐ必要があり、

その際、臨床教授制度の活用などが考えられる。 

今後、このような臨床実習の体制を整えるに当たっては、各講座、

診療科や学外の実習施設などが実習内容・方法・評価基準などをそ

れぞれの判断に基づいて決めていることを改め、臨床実習の責任体

制を確立し、実習内容や実施体制などに関して企画・調整を行うた

めの臨床実習委員会の設置と臨床実習をコーディネートする「クラ

ークシップ・ディレクター」の配置など実施体制を構築した上で、

当該組織やスタッフがリーダーシップを発揮して臨床実習が進めら

れることが望ましい。 
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４４４４    教育能力開発の推進について教育能力開発の推進について教育能力開発の推進について教育能力開発の推進について    
    
（１）教育組織の機能開発（ＦＤ）の考え方  
ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）とは、高等教育に携わ

る教員 の職業的能力 を高 めること (development of professional 
abilities of faculty members)、すなわち「教員能力開発」あるいはそ
のための「教員能力開発プログラム」という意味で使われることが多

い。一方、ファカルティには「学部」という意味もある。そこでファ

カルティ・ディベロップメントという言葉には、更に教育組織として

の 機 能 を 充 実 改 善 す る こ と （ development  of  abilities of 
educational organization）、すなわち「教育組織の機能開発」あるい
はそのためのプログラムという意味が付加されている。とりわけ教育

改革が世界的規模で進行している医学・歯学教育の世界では、近年の

医学・歯学領域の進展は、情報量の爆発的な増加と教育内容の著しい

質的な変貌を招いている。このような状況に対応するため、これまで

の一斉講義を中心とした「知識伝授型」の教育に偏らず、少人数討論

による「Problem-based learning (PBL)テュートリアル」など、学習
者の能力・適性・進路などの個人差とニーズに応じた選択的な自己開

発型学習が取り入れられてきている。 
このような新しい手法を導入していく上では、教育組織の機能拡充

と、それに携わる教員が自己開発能力、問題解決能力や新しい教育能

力などを身につけることが求められ、この種の教育改革を体系的かつ

継続的に進めるためには、高い機能を内在させた教育機能開発プログ

ラムの研究が欠かせない。 
今後、２１世紀の医学・歯学教育機関は、社会が求める医療人材を

送り出す責任を社会に対して負っており、これから予想される医学・

歯学教育の新しい形態・内容の変化に教員が対応するためには、教員

全体を対象とした体系的な教育能力開発が不可欠である。 
 
（２）これまでの教育能力開発の問題点  
 このような観点から、平成１０年１０月の大学審議会答申「２１世

紀の大学像と今後の改革方策について」で提言されたことを受けて、

大学設置基準の中に、ＦＤの実施に関する努力義務規定が置かれ、近

年、各大学医学部・歯学部においても、ファカルティ・ディベロップ

メント（ＦＤ）の実施とともに、学生による授業評価やカリキュラム
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改革委員会などの教育改革の組織体制が整備されてきている。また、

ＦＤの中心となる教職員を対象としたワークショップの開催に関して

は、平成１０年度は、医科大学（医学部）の中で開催していない大学

が３１大学、歯科大学（歯学部）においては１５大学であったのが、

平成１１年度には、それぞれ１２大学、８大学と半減しており、ＦＤ

ワークショップの実施について、年々、その量的拡大が図られている。 

 しかしながら、その実施内容については、教員意識の啓発を図るた

めの講演会の実施などにとどまっている大学や毎年の実施内容が同じ

でマンネリ化が見受けられる大学もある。 

 

（３）今後の教育能力開発の在り方  
今後、一層、各大学におけるＦＤの実施回数を増加し、対象範囲も

教授以下全教員だけでなく、事務職員や学生に拡大していきながら、

（参考）に提案した方法や内容を踏まえ、質的充実を図っていくこと

が求められる。このようなＦＤの充実を進めていく上では、学内に常

設のＦＤ委員会を設置し、恒常的に医学・歯学教育の質的向上を図っ

ていくための体制を整える必要がある。 
 また、１９７４年より、オーストラリアにおいて行われたＷＨＯの

会議を受けて、文部省と厚生省の共催により、医学教育・臨床研修の

指導者を養成するための全国的なワークショップ「医学教育者のため

のワークショップ」が開催され、これまで、約１０００人の医学教育

者の参加を得て、教育に対する意識を深め、教育能力を備えた、数多

くの優れた医学教育者の養成を行ってきた。また、各大学においても、

この参加者などを中心にＦＤが進められてきており、ＦＤの実施に大

きく貢献してきた。 

 しかしながら、①歯学教育における同様の卒前教育を対象とした全

国的なワークショップが開催されていないこと、②今後、さらに各大

学のカリキュラム改革やＦＤの推進等医学・歯学教育の改革を推進す

る上で、医学・歯学教育における指導的立場にある担当者を対象とし

たワークショップが求められていること、などを踏まえると学部長や

教務委員長等を対象とした各大学の抱える教育的課題の解決を目的と

する新たな全国的なＦＤワークショップを開催することが求められる。 

    
（４）教員の教育業績評価について  
    教員の教育能力の開発を進め、教育活動の活性化を図っていく上で、
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その業績に対する適切な評価を行うことが重要である。 
 ２１世紀医学・医療懇談会で提言されているように、これまでの医

学部・歯学部の教員の昇進や採用の評価に当たっては、インパクト・

ファクターを中心とした研究業績に偏り、教育に関する業績に対して

は、適切な評価がなされてこなかったきらいがある。 
今後は、報告書別冊の国立大学医学部長会議における提言「教員の

教育業績評価ガイドライン」を参考として、各大学においては、各教

員の自己評価だけでなく、学生による授業評価や同僚による評価とい

った第三者的な評価を加えながら多元的な教員の評価システムを構築

し、評価結果を各教員にフィードバックすることにより、教育活動の

一層の向上を目指すとともに、優れた教育活動を展開している教員が

適切な評価を受けることができるような体制を早急に整える必要があ

る。 
 

（参考）効果的な教育機能開発プログラムの在り方の例（参考）効果的な教育機能開発プログラムの在り方の例（参考）効果的な教育機能開発プログラムの在り方の例（参考）効果的な教育機能開発プログラムの在り方の例     
上記に述べたように、ＦＤの推進に当たっては、各大学における医

学・歯学教育の改革を一層効果的に推進するため、参加者層を均質化

し、テーマを絞って研修内容をシリーズ化し、医学・歯学以外の他領

域の専門家の協力を得ながら実施するような方法も考慮しつつ、以下

のような観点に配慮することが重要である。 
（１）教員の資質向上のためのＦＤにおいては、教育者に求められる 

資質全般に関わる内容が必要である。 
  ①学識  
   ・専門分野の学問・知識  
   ・教育原理  
   ・医・歯学、医療、介護をとりまく社会的環境（経済、文化、

社会問題など）  
   ・一般教養（語学、哲学、倫理学、社会学、心理学など）  
  ②技能・能力  
  ③態度・習慣・考え方  
 
（２）改革を進めるための手段についても取扱っていく必要がある。 
  ①目標設定  
  ②問題分析  
  ③情報収集  
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  ④問題解決（発散と収束）  
  ⑤相互理解  
  ⑥協議と交渉  
  ⑦リーダーシップ 
 
（３）教員の意識啓発だけでなく、効果的に学部又は組織内の改革を

進めるに当たっては、①できるだけ参加者に分かりやすい用語を

使用すること、②日本の伝統的な文化風土に配慮しながら進める

ことも重要である。 
 
（４）ワークショップの実施目的・方法については、以下のようなこ 

とが考えられる。 
 ① 一般的基本的な教育者能力の育成  
   ・医学・歯学教育の現状分析と近未来への展望  
   ・基本的な教育原理の学習  
   ・教育原理に基づく自己開発型の実践学習  
   ・新しい教育方法の修得  
   ・その他  
 ② 所属組織が抱える問題への対応  
   ・研修者は所属組織で主要な教育的役割を果たしていること 
     ・研修者は所属組織が解決すべき問題を予告し持参すること 
   ・研修スケジュールに問題解決セッションを組み込むこと 
   ・研修者の所属長は予め問題解決に協力する意思を表明するこ       

と 
   ・一定期間後に実践の成果の経過報告が行われること 
 
（５） 今後、新しい教育方法の研修内容の例としては、以下のような 

ものが考えられる。 
   ・問題基盤型テュートリアル学習  
   ・三段／四段ジャンプ試験  
   ・コンピュータープログラム学習  
   ・ケース学習  
   ・臨床疫学（ＥＢＭなど）  
   ・臨床技能ラボラトリー 
   ・客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）  
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   ・問題指向型臨床教育  
   ・診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシップ）  
    ・遠隔教育  
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おわりにおわりにおわりにおわりに     
 
 本報告書は、２１世紀における医学・歯学教育改革の一歩を記した

ものであり、今後、間断なく改革を進めていくことが、人類の健康と

福祉を向上させる上で不可欠である。その抜本的改革の実現は、時代

の必須の流れである。この報告書に盛り込まれた具体的方策をまとめ

るに当たって、医学・歯学教育に対する熱意と理解を傾けていただい

た「医学における教育プログラム研究・開発事業（委員長：佐藤達夫 

東京医科歯科大学医学部長）」、「効果的な臨床実習の導入、実施に関す

る調査研究（代表者：福井次矢 京都大学大学院医学研究科教授）、「歯

学教育プログラム調査研究会（委員長：江藤一洋 東京医科歯科大学

歯学部長）」、「国立大学医学部長会議 教員の教育業績評価方法に関す

るワーキンググループ（座長：吉田洋二 山梨医科大学学長）」の方々

をはじめ多くの関係者の労に対して多大なる感謝の念を表したい。ま

た、取りまとめまでの期間は、わずか１年間であったが、その間に集

中的に費やされた膨大な時間と各大学からの意見聴取も含めると数千

人の協力を得て、一つの成果としてできあがったことを書き記してお

きたい。 
今後、これらの多大な労苦を無駄にしないよう具体的な改革を進め

ていく上では、関係諸氏の一致団結した協力が必須である。関係諸氏

に是非とも、以下のようなお願いをしたい。 
 
各医科大学（医学部）及び歯科大学（歯学部）の関係者へ各医科大学（医学部）及び歯科大学（歯学部）の関係者へ各医科大学（医学部）及び歯科大学（歯学部）の関係者へ各医科大学（医学部）及び歯科大学（歯学部）の関係者へ     
 本会議で提案させていただいた、コア・カリキュラムの導入、臨床

実習の改善、臨床実習開始前の適切な評価の実施といったカリキュラ

ムの改革や教員の評価を含む能力開発の在り方などについては、来年

度中には早急に学内において改善のための検討を進め、再来年度のカ

リキュラムには着実に反映していただくことを期待したい。 
また、現在、各講座や診療科などにおいて個別に行われている教育

内容・方法の明確な基準を設定し、垣根を取り払った透明性の高い、

整合性のある一貫した実施体制を構築されることが求められている。 
これまで、数次にわたる２１世紀医学・医療懇談会報告など幾たび

かの医学・歯学教育の改革に関する提言がなされてきたが、その改革

の提言が大きく実現されるには至っていない場合が多い。社会経済が

大きく変革を遂げていく中で、その速度に応じた医学・歯学教育の改
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革を進めていかなければ、医科大学（医学部）及び歯科大学（歯学部）

にとって未来はやってこないということを肝に銘じて、改革に取り組

んでいただきたい。 
 
医学生・歯学生へ医学生・歯学生へ医学生・歯学生へ医学生・歯学生へ     
 今回提示した改善方策は、従来の医学・歯学教育での問題点を取捨

選択し、グローバル化の中で新しい指針を示したものである。教育内

容や方法が改善されても、受ける側の医学生・歯学生の意識改革が進

まなければ、成果はありえない。このモデル・コア・カリキュラムで

示した教育内容や問題解決型学習方法の背景には、自宅での予習を含

めた自学・自習による幅広い勉学の成果に対する強い期待がある。医

学生・歯学生は学外における課外活動によっても、各人の学習意欲を

高め、有意義な学生生活を送る習慣を身につけていただきたい。学外

での貴重な自学・自習時間が、アルバイトなどに浪費されるような状

態では、この改革の成功はありえないと認識すべきである。 
    
国民の皆様へ国民の皆様へ国民の皆様へ国民の皆様へ     
良い医師・歯科医師を養成することは、社会的使命であり国民だれ

もが望むところである。良い医師・歯科医師を養成するためには、ど

のように素晴らしいカリキュラムや教育体制の整備がそろっていても

それだけでは不十分で、医学生が数多くの臨床経験を積むことが必要

不可欠である。 
すなわち、良い医師・歯科医師の養成は、臨床実習を通じて患者中

心の医療を医学生・歯学生が体得してはじめて実のあるものとなる。

人生一時期だれもが患者という立場に立つことがあることを考えれば、

この報告書で目指す医学・歯学教育の改革は、国民一人一人に直接関

わる大切な問題である。 
本報告書によって、医学・歯学教育の改革は大いなる一歩を踏み出

すわけであるが、各医科大学（医学部）及び歯科大学（歯学部）が改

革に取り組んでいくことに対して、良き医療人を養成していくという

視点から、国民全体の臨床実習における協力や財政的な支援などの暖

かい支援、御協力をお願いしたい。 
 
関係行政機関へ関係行政機関へ関係行政機関へ関係行政機関へ     
 各省庁間の垣根を越えた、横断的な医師・歯科医師養成の改革を一
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致協力して進めてほしい。卒前教育・国家試験・卒後臨床研修・専門

医養成課程といった区切りはなく、良き医師・歯科医師の養成は一つ

の潮流の中にあると考える。 
 特に、今回提案したコア・カリキュラム、臨床実習開始前の評価シ

ステムについては、国家試験や卒後臨床研修との調整を図っていくこ

とが求められる。文部科学省は、関係省庁間と十分連携を持たせて進

めていただきたい。 
 また、医学・歯学教育の質の向上のために指導教員の確保など教育

体制の環境整備等についても全面的な協力を仰ぎたい。 
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